
高龍小学校夏休み PTA自由プール 監視要領 （全 PTA会員様に配布しております） 

 

【１． 実施の判断と中止時の連絡】 

監視当番責任者（地域委員等）は、午前８時１５分に職員室に行き、気候、気温、水温、今後の気象予報

などを総合的に勘案し判断する。実施できる場合はプールの準備をする。実施できないと判断したときは、

午前８時２０分頃、ＰＴＡメールとホームページにて連絡する。(学校) 

※ 明らかに天候が悪い場合、判断が容易な場合は、学校まで電話で連絡し確認する。 

※学校電話 ８５－０２２０ 

【２．監視当番の業務】  

① 監視員は責任を持って監視にあたること。（スマートフォンの操作や、監視員同士での談笑などは

絶対に行わない。）  

② 監視員は１カ所に固まらずに、プールサイド四隅並びに中央から監視する。  

③ 監視員はいつでも水の中に飛び込み、救助できる服装で監視にあたる。 

④ トイレ、更衣室、手洗い場、プールサイド等、美しく使用できるように児童に指導する。 

⑤ 事故があったときは、職員室に知らせると共に救急へ連絡する。また、ＡＥＤ装置が必要な時はた

めらわず使用する。 

⑥ 豪雨、雷雨時等、急な荒天、その他不測の事態が発生した場合は、児童を無理に帰さずに、体育館

などの屋根のある安全な場所で待機させる。 

 

【３．監視当番表と配置】後日配布する「当番表」にて当番日を確認。やむを得ない事情により変更や

交替をする場合は、「監視当番変更願」を学校へ提出する。(代わりの方は各自で責

任をもって見つける。) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４．留意事項】 
  ①コロナの影響で水泳指導ができず、泳力が伴っていない児童が多いと予想されるので、十分注意が必

要である。 

②３～６年生用プールは中央が深くなっているので、特に注意する。 

③雷の音が聞こえたらプールを中断(中止)するなど、いかなる場面でも安全第一で判断する。 

 

 

 

 

３～６年生プール 

 

 

１・２年生プール 

◆７名以上で監視にあたる 
◆右のように分散して監視にあたる 
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【５．タイムテーブル】 

 

時間 業務 分担 業務詳細 

８：１５ 

８：５０までに 

９：００～ 

実施判断 

監視員集合 

開錠、備品確認 

監視責任者 

 
・鍵・日誌・ＡＥＤ・救急箱・ラジオ体操ＣＤ・ラジカセは職員室へ  鐘・毛布はプール倉庫より 

・プール・更衣室・トイレ・倉庫の錠を開ける。パラソル設置、長机準備。 

・監視当番員の出席・交替の有無の確認及び監視業務の分担等について打合せ 

９：０５ プール場内確認 監視員 ・プール場内の確認、水面のごみなどを確認し、あれば取り除く。 

９：１５ 参加者確認 監視員４名

程度 
・プールカードの確認・押印をすると共に全校名簿にチェックする。 

（参加者全員の記入漏れが無いか確認する。） 

９：３０ 体操 

シャワー 

監視員２名

程度 
・参加者確認終了後、全員でラジオ体操を行う。 

・シャワーで身体をきれいにすることを指示する。 

９：４０～

１０：１０ 
入水 

監視員全員 ・監視 

１０：０５ 補習児童の迎え 監視員１名 ・児童玄関に補習からの参加児童を迎えに行く。(日によっては参加者がいない場合もある。) 

１０：１０～ 

１０：１５ 
休憩① 

監視員全員 ・体調不良の児童がいないか確認する。 

１０：１５～ 

１０：４５ 
入水 

監視員全員 ・監視 

１０：４５～ 

１０：５０ 
休憩② 

監視員全員 ・体調不良の児童がいないか確認する。 

１０：５０～ 

１１：２０ 
入水 

監視員全員 ・監視 

１１：２０ 人数確認 

整理体操 

シャワー 

監視員全員 ・終了合図を行い、プールサイドに全員を集め人数確認を行う。 

・整理体操を行うように声をかける。 

・シャワー・口すすぎ・着替え 

１１：３０ 点検 監視員３名

程度 
・更衣室・プールサイドの忘れ物点検 

・シャワーや手洗い場・トイレなどの蛇口を締める。 

・倉庫・プール・更衣室・トイレ施錠 

監視責任者 ・プール日誌に、必要事項を必ず記入する。 

１１：４５ 

          

片付け 

施錠 

備品返却 

監視責任者 ・備品類を職員室に返す。 

＊ 学校に伝えておくとよいこと（施設・備品の事、児童の様子など）を伝える。 

 

途中参加の児童が来た時 

○帰りの方法を確認する。 

○カードの確認、準備体操等、同じよ

うにする。 



【６．児童への徹底事項】(すべての実施日で同じ対応をお願いします。) 
①  プールへの参加は、保護者が児童の健康観察を行い、保護者の責任のもと決定する。プールカードの記入もれや保護者㊞のない場合は入水させない。 

②  入水者は水泳帽を着用し、毛髪の散乱を防ぐ。水泳帽がない場合は入水できない。 

③  健康な人のみ利用すること。（健康を害しているとき、空腹時、疲労時、食後、激しい運動直後には泳がせない。） 

④  入水前には必ずトイレをすませ、準備運動を行い、シャワーをすませる。 

⑤  水中でのタオル、シュノーケル、浮き輪の使用は禁止する。（ただし、ゴーグルは着用可） 

⑥  自由プールでは、ビート板など学校の備品類は使用できない。 

⑦  飛び込みは絶対しない。プールサイドは絶対に走らない。 

⑧  周りに迷惑となるような危険な行為を行う時や注意が聞けない時は、プールから上がらせる。 

⑨  休憩中は、水泳帽を投げて遊んだり走り回ったり、水に足をつけたりせず、体を休めて休憩させる。水分補給もさせる。 

⑩  水泳終了後は、口をゆすぎ、シャワーを浴する。 

⑪  持ち物には、名前を明記し、貴重品は持ち込まない。 

⑫  スクール（市営）バスを利用する児童は、人数確認を行う必要があるため、できる限り往路・復路ともにバスを利用する。行きだけ、または帰り

だけバスを利用する場合は、監視当番に必ず事前に申し出ること。 

⑬  自転車は中庭体育館側に並べて駐輪すること。 

⑭  集合時点と終了時点において参加者名と人数確認を行うため、保護者の送迎で来る場合や都合により途中で入退場する場合は、必ず監視当番責任

者に申し出ること。(迎えの保護者はプールまで来てその旨を伝えること。) 

【夏休みプール利用時における各地区バス集合時間 】 （集合時間にいない場合、バスは発車します。）     
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9:00 9:03 9:05 9:07 9：08 8:50 8:58 9:01 9:03 9:05 9:10 8:53 8:56 9:01 9:06 9:08 8:40 8:45 9:04 9:07 9:10 9:11 

場

所 久美中９号車 １号車 ２号車 ３号車 
 

行き 全バス９：１５高龍小着  帰り 全バス１１：４５高龍小発 

カード忘れ、記入漏れ、押印漏れ等、入水条

件を満たしていない場合は誓約書に記入し

てある連絡先に連絡することもあり得る。 

入水できない児童を帰すこと等、保護者とて

いねいに連絡を取り対応すること。 


